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（
経
済
産
業
委
員
会
）

産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
我
が
国
経
済
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
に
は
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
技
術
力
の
強
化
に
よ
る
経
済

、

、

、

の
生
産
性
の
向
上
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み

事
業
者
の
事
業
革
新
を
支
援
し

事
業
再
生
を
円
滑
化
す
る
と
と
も
に

事
業
活
動
に
お
け
る
知
的
財
産
権
の
活
用
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

１

基
本
指
針
、
事
業
分
野
別
指
針
を
定
め
て
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
生
産
性
向
上
の
た
め
の
取
組
を
促
進
す
る
。

２

企
業
連
携
に
よ
る
技
術
や
経
営
資
源
の
活
用
に
よ
っ
て
生
産
性
向
上
を
目
指
す
事
業
者
を
支
援
す
る
た
め

「
技
術
活

、

用
事
業
革
新
」
及
び
「
経
営
資
源
融
合
」
の
二
つ
の
計
画
類
型
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
会
社
法
の
特
例
、
事
業
革
新
設

備
の
特
別
償
却
制
度
の
拡
充
等
課
税
の
特
例
等
の
支
援
措
置
を
講
ず
る
。

３

地
域
に
お
け
る
中
小
企
業
の
再
生
を
円
滑
化
す
る
た
め
、
私
的
整
理
中
の
事
業
継
続
の
た
め
の
つ
な
ぎ
融
資
に
対
す
る

信
用
保
険
特
例
や
廃
業
経
験
者
の
再
起
業
時
の
信
用
保
険
の
特
例
制
度
を
創
設
す
る
。
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４

包
括
的
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
基
づ
く
特
許
権
等
の
通
常
実
施
権
者
の
保
護
の
た
め
、
同
契
約
に
つ
い
て
の
登
録
制
度
を

創
設
す
る
。

二
、
産
業
技
術
力
強
化
法
の
一
部
改
正

１

研
究
開
発
の
成
果
を
他
の
経
営
資
源
と
組
み
合
わ
せ
て
有
効
に
活
用
し
、
将
来
の
事
業
内
容
を
展
望
し
て
研
究
開
発
を

、

。

行
う
技
術
経
営
力
を
基
本
理
念
に
定
め
る
と
と
も
に

国
及
び
事
業
者
の
責
務
に
技
術
経
営
力
の
強
化
促
進
を
追
加
す
る

２

研
究
開
発
の
成
果
の
活
用
促
進
の
た
め
、
特
許
料
等
軽
減
制
度
の
対
象
を
ポ
ス
ド
ク
、
院
生
等
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と

も
に
、
国
が
委
託
す
る
研
究
開
発
の
成
果
に
係
る
知
的
財
産
権
を
民
間
が
保
有
で
き
る
制
度
の
対
象
に
請
負
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
開
発
を
追
加
す
る
。

三
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
の
業
務
に
、
技
術
経
営
力
の
強
化
に
寄
与
す
る
人
材
を
養
成
し
、
そ
の
活
用
を
促

進
す
る
こ
と
を
加
え
る
。

四
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
業
務
に
、
技
術
経
営
力
の
強
化
に
関
す
る
助
言
を
行
う
こ
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と
を
加
え
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

六
、
検
討

１

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
包
括
的
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
登
録
制
度
の

施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
改
正
後
の
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法

の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
廃
止
を
含
め
て
見
直
し
を
行
う
。


